
第 3種郵便物認可
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老
朽
化
・高
齢
化
打
開
へ
期
待

築 年 数 の長 いマ ンシ ョンの建 て 替 え や 修 繕 の 円滑 化 に 向

け、法制 審議 会 (法相 の諮 問機 関)の部 会 が所有者 の決議要

件 を緩和 す る案 を打 ち 出 した。老朽化 と住 人 の高 齢化 とい う

「 二 つの老 い _」 を抱 え、合意形 成 に難 航 す る管理組 合 は期待

を寄 せ る。専 門家 は「 出 口が な い状 態が 改善 され る」 とす る

一 方 、少 数反 対者 の意 見 の切 り捨 て を 防 ぐ仕組 み の必要 性 を

指 摘 す る。 (1面関連 )
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千
葉
市
郊
外
に
■
９
６
８
年
に
建
て
ら
れ
た

「花
見
川
住
宅
」
は
４０
棟
に
約
２
６
０
０
人
が

暮
ら
し
、
世
帯
主
の
約
半
数
は
７０
歳
以
上
だ
。

外
壁
の
剥
離
や
雨
漏
り
が
あ
り
、
２
０
２
■
年

４
月
か
ら
外
断
熱
工
事
な
ど
大
規
模
修
繕
を
進

め
て
い
る
。

今
が
良
け
れ
ば
…

管
理
組
合
の
大
塚
仁
理
事
長
（７８
）
は
当
初
建

て
替
え
を
考
え
た
。
だ
が
決
議
に
必
要
な
所
有

者
総
数
の
５
分
の
４
以
上
の
賛
成
を
得
ら
れ
る

と
は
思
え
ず
、
総
会
に
提
案
し
な
か

っ
た
。
修

繕
積
立
金
の
他
に
多
額
の
金
銭
負
担
が
生
じ
、

多
く
の
反
対
が
見
込
ま
れ
た
た
め
だ
。

過
去
に
は
敷
地
に
つ
な
が
る
階
段
に
エ
レ
ベ

ー
タ
ー
を
設
置
す
る
提
案
も
否
決
さ
れ
た
。

「
『
死
ん
だ
ら
財
産
を
持

っ
て
行
け
な
い
』『
今

が
良
け
れ
ば
そ
れ
で
い
い
』
と
い
う
高
齢
者
が

多
い
」
と
大
塚
理
事
長
は
頭
を
抱
え
る
。

大
手
管
理
会
社
の
大
和
ラ
イ
フ
ネ
ク
ス
ト
で

調
査
を
担
う
マ
ン
シ

ョ
ン
み
ら
い
価
値
研
究
所

の
久
保
依
子
所
長
（５８
）
は

「
現
行
法
は
少
数
意

見
に
優
し
す
ぎ
る
面
が
あ
る
。
決
議
で
き
な
け

れ
ば
な
か
な
か
先
に
進
め
ず
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー

化
な
ど
生
活
ス
タ
イ
ル
の
変
化
に
対
応
で
き
な

い
」
と
話
す
。所

在
不
明
所
有
者

高
度
成
長
期
以
降
に
増
加
し
た
マ
ン
シ
コ
ン

は
、
各
地
で
続
々
と
老
朽
化
に
直
面
し
て
い

る
。
国
土
交
通
省
の
調
査
で
は
、

２１
年
末
時

点
で
築
４０
年
以
上

の
物
件
は
約
■
■
６
万

戸
。
そ
の
５
年
後
に
は
約
■
７
０
万
戸
、

１０

年
後
に
は
約
２
４
９
万
戸
と
な
り
、

２０
年
後

の
４１
年
末
に
は
３
倍
強
の
約
４
２
５
万
戸
に

増
え
る
と
推
計
す
る
。

事
態
を
複
雑
に
す
る
の
は
高
齢
化
に
伴
う

「
所
在
不
明
の
所
有
者
」
の
増
加
。
死
亡
し

た
住
人
の
部
屋
を
相
続
し
た
親
族
と
連
絡
が

取
れ
な
い
な
ど
、
建
て
替
え
の
賛
否
が
問
え

な
い
ケ
ー
ス
が
相
次
ぐ
。
国
交
省
の
抽
出
調

査
で
は
、
築
４０
年
以
上
の
マ
ン
シ
ョ
ン
の
う

ち
、
こ
う
し
た
部
屋
の
あ
る
物
件
は
１３

ｏ
７

％
に
上
る
。

・

「
こ
れ
か
ら
深
刻
な
社
会
問
題
に
な
る
」
（東

京
都
内
の
不
動
産
業
者
）
と
の
危
機
感
を
法
務

省
も
共
有
し
、
法
相
が
昨
年
９
月
、
制
度
の
見

直
し
を
法
制
審
に
諮
問
し
た
。

住
宅
弱
者

へ
配
慮

一
方
、
少
数
反
対
者
の
保
護
も
重
要
な
視
点

だ
。
法
制
審
部
会
で
は

「
生
活
実
態
に
も
目
を

向
け
、
身
寄
り
の
な
い
高
齢
者
や
ひ
と
り
親
家

庭
、
障
害
者
ら

『
住
宅
弱
者
』

へ
の
配
慮
は
欠

か
せ
な
い
」
と
の
意
見
も
出
た
。

「
こ
こ
で
死
な
せ
て
く
れ
」
。
日
本

マ
ン
シ

ョ
ン
管
理
士
会
連
合
会
の
瀬
下
義
浩
会
長
（６１
）

は
１０
年
ほ
ど
前
、
都
内
に
あ

っ
た
当
時
築
約
５０

年
の
マ
ン
シ
ョ
ン
で
、
取
り
壊
し
に
反
対
す
る

複
数
の
高
齢
所
有
者
を
目
の
当
た
り
に
し
た
。

い
ず
れ
も
１
人
暮
ら
し
。
収
入
は
年
金
の
み
で

持
ち
出
し
は
難
し
か

っ
た
。

瀬
下
さ
ん
は

「
要
件
の
緩
和
だ
け
で
は
不
十

分
」
と
指
摘
。
決
議
し
て
も
反
対
者
が
い
る
限

り
は
ト
ラ
ブ
ル
の
元
に
な
る
と
い
う
。
納
得
し

て
も
ら
う
た
め
に
は
金
銭
的
な
補
償
の
ほ
か
、

自
治
体
と
協
力
し
て
公
共
住
宅
の
空
き
部
屋
を

提
供
す
る
仕
組
み
作
り
な
ど
、
踏
み
込
ん
だ
対

応
が
必
要
だ
と
強
調
す
る
。

千
葉
市
の

「
花
見
川
住
宅
」
は
大
規
模
修
繕

で
不
動
産
価
値
が
上
が
り
、
最
近
は
子
育
て
世

帯
も
少
し
ず

つ
増
え
て
い
る
。

「
要
件
緩
和
は

次
の
世
代
に
と

っ
て
は
い
い
こ
と
」
と
大
塚
理

事
長
は
言
う
。
法
務
省
幹
部
は

「
見
直
し
が
望

ま
し
い
と
言
え
る
か
は
立
場

に
よ

っ
て
異
な

る
。
広
く
国
民
の
意
見
を
聞
き
、
慎
重
に
検
討

を
進
め
る
必
要
が
あ
る
」
と
語

っ
た
。

11968年に建 て られ 、 大 規 模 修 繕

|し た「 花 見 川 住 宅 」 と管 理 組 合

少数意見切り捨てぬ策も市
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